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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの素材をレーザー溶接により接合する、成形性に優れたテーラードブランク材の製
造方法であって、
　前記素材の少なくとも１つが、質量％で、
　　Ｃ　：０．００１～０．１０％、
　　Ｓｉ：０．０１～３．００％、
　　Ｍｎ：０．０１～３．００％、
　　Ｐ　：０．０１～０．０５％、
　　Ｓ　：０．０００１～０．０１０％、
　　Ｃｒ：１０～３０％、及び
　　Ｎ　：０．００１～０．１０％
を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物であるフェライト系ステンレス鋼板であり、溶
接部の厚みをＴｗ、薄板側の板厚をＴ０としたとき、Ｔｗ／Ｔ０≧０．９であり、
　溶接出力を２～５ｋＷとし、
　溶接速度を２～６ｍ／ｍｉｎとし、
　突合わせ隙間をレーザー光のスポット径に対して３０％以下とし、
　レーザー狙い位置を厚板側エッジから厚板側に上記スポット径に対して３０％以下オフ
セットすることを特徴とする成形性に優れたテーラードブランク材の製造方法。
【請求項２】
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　前記フェライト系ステンレス鋼板が、さらに、質量％で、
　　Ｔｉ：０．００５～０．５０％、
　　Ｎｂ：０．００５～１．００％、
　　Ｖ　：０．０５～１．００％、
　　Ｂ　：０．０００２～０．００５％、及び
　　Ａｌ：０．００１～２．０％
の１種又は２種以上を含有する請求項１に記載の成形性に優れたテーラードブランク材の
製造方法。
【請求項３】
　前記フェライト系ステンレス鋼板が、さらに、質量％で、
　　Ｍｏ：０．０１～３．００％、
　　Ｃｕ：０．１０～３．００％、
　　Ｎｉ：０．０１～２．００％、
　　Ｗ　：０．１０～３．００％、
　　Ｚｒ：０．０５～０．３０％、
　　Ｓｎ：０．００５～０．５０％、
　　Ｓｂ：０．００５～０．５０％、
　　Ｃｏ：０．０３～０．３０％、
　　Ｍｇ：０．０００２～０．０１０％、
　　Ｃａ：０．０００１～０．００３０％、及び
　　ＲＥＭ：０．００１～０．２０％
の１種又は２種以上を含有する請求項１又は２に記載の成形性に優れたテーラードブラン
ク材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス成形用に用いられる２種以上のステンレス鋼板、あるいはステンレス
鋼板と異素材を組み合わせた異材質テーラードブランク材に関する。さらに詳しくは、２
種以上の板厚又は同じ板厚で機械的性質が異なるステンレス鋼板、あるいはステンレス鋼
板と異素材を接合した素板に関して、適正な溶接方法を適用することで得られる成形性に
優れたテーラードブランク材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の排気ガス処理システムは、エキゾーストマニホールド、触媒コンバーター、マ
フラー、フロントパイプ、センターパイプ、ＤＰＦ、ＥＧＲなど、種々の部材から構成さ
れている。各部材には、高温強度、耐食性、及び耐酸化性等を考慮したＣｒ含有耐熱ステ
ンレス鋼が使用されている。
【０００３】
　近年では、軽量化又は排ガス規制等の観点から、Ｎｂ、Ｓｉ、Ｍｏ、Ｃｕ等、多種の元
素を添加したフェライト系ステンレス鋼が使用される場合が多く、各部材の要求性能に応
じた鋼成分が選択されている。これらの排気部材は、鋼板又は鋼管を素材とし、成形加工
と溶接を繰り返し施し、完成される。多くの自動車排気部品の溶接は、ＴＩＧ溶接やＭＩ
Ｇ溶接で行われる。
【０００４】
　各種の部品を製造する上で、工程の簡素化、金型数の削減の観点から、２種以上の部品
を一体成形する技術が取り入れられている。自動車のボディ部品では、必要な材料強度や
板厚を変えた素材を連続溶接した後、プレスにて一体化成形して用いる異材質テーラード
ブランクの技術が用いられている。
【０００５】
　特許文献１は、引張強さが異なる２種以上の普通鋼素材を用いた成形性に優れたテーラ
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ードブランク材に関する技術を開示している。特許文献１には、高強度鋼板の異材質テー
ラードブランク材で生じるプレス成形不良を改善するために、強度バランスを適正化する
ことが示されている。しかしながら、排ガス流路部材のテーラードブランク技術に関する
開示はない。
【０００６】
　特許文献１に示されているように、テーラードブランク材の作製には、レーザー溶接が
用いられることが多い。
【０００７】
　特許文献２は、ステンレス鋼におけるレーザー溶接に関して、自動車排気管の製造方法
として、レーザー溶接で重ね合わせ溶接する技術が開示されている。
【０００８】
　特許文献３は、溶接部の低温強度に優れたフェライト系ステンレス鋼板製容器を製造す
ることを目的として、拝み溶接においてレーザー溶接を適用する技術を開示している。
【０００９】
　特許文献４は、燃料タンクの製造方法に関する技術の中で、容器のフランジ部にレーザ
ー溶接を用いる技術を開示している。
【００１０】
　特許文献２～４のステンレス鋼板のレーザー溶接に関する技術は、テーラードブランク
材とは異なり、一旦プレス成形された成形品のフランジ部をレーザー溶接するものである
。特許文献２及び３の実施例には、レーザー溶接における出力と溶接速度の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第４５４６５９０号公報
【特許文献２】特許第５１３１７６５号公報
【特許文献３】特開２００７－１１９８０８号公報
【特許文献４】特開２００３－０２１０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従来のテーラードブランク用ステンレス鋼板、及びそれを用いたテーラードブランク材
では、特にテーラードブランク材の溶接部の成形性が十分ではなく、排ガス流路部材に用
いることはできなかった。
【００１３】
　排ガス流路部材のテーラードブランク技術が実現できれば、高温強度、耐酸化性、高温
疲労特性等、排ガス流路部材に要求される耐熱性について異なる特性を有する材料の組み
合わせを選択して、部品製造における工程を簡素化でき、さらに、機能性に優れた排ガス
経路部品を提供することが可能になる。
【００１４】
　本発明の目的は、溶接部の成形性が十分でないという既知技術の問題点を解決し、複雑
形状を有する排気部品の製造を工程簡素化した上で実現するために、テーラードブランク
用ステンレス鋼板、成形性に優れたテーラードブランク材、及びその製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、前記の課題を解決するために、テーラードブランク用ステンレス鋼板、
成形性に優れたテーラードブランク材、及びその製造方法に関して、鋼板の成分組成と溶
接条件について詳細に研究した。その結果、溶接部についても十分な成形性を備えたテー
ラードブランク材を製造するための鋼板の成分組成と溶接条件を見出した。
【００１６】
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　本発明は、上記の知見に基づいてなされたもので、その要旨は以下のとおりである。
【００１７】
　（１）質量％で、Ｃ：０．００１～０．１０％、Ｓｉ：０．０１～３．００％、Ｍｎ：
０．０１～３．００％、Ｐ：０．０１～０．０５％、Ｓ：０．０００１～０．０１０％、
Ｃｒ：１０～３０％、及びＮ：０．００１～０．１０％を含有し、残部がＦｅ及び不可避
的不純物であることを特徴とするテーラードブランク用フェライト系ステンレス鋼板。
【００１８】
　（２）さらに、質量％で、Ｔｉ：０．００５～０．５０％、Ｎｂ：０．００５～１．０
０％、Ｖ：０．０５～１．００％、Ｂ：０．０００２～０．００５％、及びＡｌ：０．０
０１～２．０％の１種又は２種以上を含有することを特徴とする前記（１）のテーラード
ブランク用フェライト系ステンレス鋼板。
【００１９】
　（３）さらに、質量％で、Ｍｏ：０．０１～３．００％、Ｃｕ：０．１０～３．００％
、Ｎｉ：０．０１～２．００％、Ｗ：０．１０～３．００％、Ｚｒ：０．０５～０．３０
％、Ｓｎ：０．００５～０．５０％、Ｓｂ：０．００５～０．５０％、Ｃｏ：０．０３～
０．３０％、Ｍｇ：０．０００２～０．０１０％、Ｃａ：０．０００１～０．００３０％
、及びＲＥＭ：０．００１～０．２０％の１種又は２種以上を含有することを特徴とする
前記（１）又は（２）のテーラードブランク用フェライト系ステンレス鋼板。
【００２０】
　（４）２つの素材を溶接により接合して製造したテーラードブランク材であって、前記
素材の少なくとも１つが前記（１）～（３）のいずれかのテーラードブランク用ステンレ
ス鋼板であることを特徴とする成形性に優れたテーラードブランク材。
【００２１】
　（５）溶接部の厚みをＴｗ、薄板側の板厚をＴ０としたとき、Ｔｗ／Ｔ０≧０．７であ
ることを特徴とする前記（４）の成形性に優れたテーラードブランク材。
【００２２】
　（６）前記（４）又は（５）に記載の成形性に優れたテーラードブランク材を製造する
方法であって、２つの素材をＴＩＧ溶接、ＭＩＧ溶接、又は、レーザー溶接で接合するこ
とを特徴とする成形性に優れたテーラードブランク材の製造方法。
【００２３】
　（７）２つの素材をレーザー溶接で接合し、上記レーザー溶接において、溶接出力を５
ｋＷ以下、溶接速度を２～６ｍ／ｍｉｎ、突合わせ隙間をレーザー光のスポット径に対し
て３０％以下とし、レーザー狙い位置を厚板側エッジから厚板側に上記スポット径に対し
て３０％以下オフセットすることを特徴とする前記（６）の成形性に優れたテーラードブ
ランク材の製造方法。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、テーラードブランク用ステンレス鋼板、成形性に優れたテーラードブ
ランク材、及びその製造方法を得ることが可能となり、部品製造効率の向上、部品性能の
向上等を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】厚さの異なるフェライト系ステンレス鋼板を突き合わせ溶接により接合した際の
溶接部の形状と、溶接部のエリクセン試験を行った際の成形高さの関係の一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明について説明する。
【００２７】
　本発明の成形性に優れたテーラードブランク材（以下「本発明ブランク材」という）は



(5) JP 6811609 B2 2021.1.13

10

20

30

40

50

、本発明のテーラードブランク用ステンレス鋼板（以下「本発明鋼板」という）同士、あ
るいは本発明鋼板と本発明鋼板以外の異材が溶接されていることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の成形性に優れたテーラードブランク材の製造方法（以下「本発明製造方法」と
いう）は、本発明ブランク材の製造方法であって、本発明鋼板同士、あるいは本発明鋼板
と本発明鋼板以外の異材を溶接することを特徴とする。
【００２９】
　まず、本発明鋼板の成分組成の限定理由について説明する。以下、成分組成についての
「％」は「質量％」を意味する。
【００３０】
　Ｃ：０．００１～０．１０％
　Ｃは、加工性、溶接性、耐食性、及び耐酸化性を劣化させる元素であるので、少ないほ
ど好ましく、上限を０．１０％とする。ただし、Ｃを過度に低減すると、精錬コストが増
加し、さらに、溶接部の結晶粒粗大化により靭性が低下するので、下限を０．００１％と
する。製造コスト、溶接部の加工性と耐食性を考慮すると、０．００２～０．０２％が好
ましい。
【００３１】
　Ｓｉ：０．０１～３．００％
　Ｓｉは、脱酸元素として作用する。また、Ｓｉは、耐酸化性と高温強度を向上させる。
添加の効果を得るため、下限は０．０１％とする。過度な添加は、常温延性を低下させて
加工性を劣化させるので、上限は３．００％とする。溶接性と溶接部の張出し加工性を考
慮すると、０．１０～１．００％が好ましい。さらに好ましくは、０．５０～１．００％
である。耐酸化性と高温強度よりも溶接性と溶接部の張り出し加工性を重視する場合には
、０．１０～０．５０％が好ましい。
【００３２】
　Ｍｎ：０．０１～３．００％
　Ｍｎは、脱酸元素として作用する。また、Ｍｎは、高温においてＭｎＣｒ2Ｏ4やＭｎＯ
を形成し、スケール密着性を向上させる。添加の効果を得るため、下限は０．０１％とす
る。Ｍｎの含有量が３．００％を超えると、特に、溶接部での異常酸化が生じやすくなり
、排ガス経路の損傷に繋がるので、上限は３．００％とする。製造性と溶接部の加工性を
考慮すると、０．１０～１．５０％が好ましい。さらに好ましくは、０．５０～１．５０
％である。スケール密着性よりも製造性と溶接部の加工性を重視する場合には、０．１０
～０．５０％が好ましい。
【００３３】
　Ｐ：０．０１～０．０５％、
　Ｐは、固溶強化元素であり、溶接部の延性を低下させる。また、Ｐは、溶接時の凝固割
れを生じさせる。Ｐは少ないほど好ましく、上限は０．０５％とする。過度の低減は精錬
コストの増加に繋がるので、下限は０．０１％とする。製造コストと溶接部の耐食性を考
慮すると、０．０１５～０．０３％が好ましい。
【００３４】
　Ｓ：０．０００１～０．０１０％
　Ｓは、材質、耐食性、及び、耐酸化性を低下させるので、少ないほど好ましく、上限は
０．０１０％とする。過度の低減は溶接時の溶け込み性の低下や精錬コストの増加に繋が
るので、下限は０．０００１％とする。製造コストと溶接性を考慮すると、０．０００５
～０．００５０％が好ましい。
【００３５】
　Ｃｒ：１０～３０％、
　Ｃｒは、排気部品の高温強度及び耐酸化性を確保する元素である。添加の効果を得るた
め、下限は１０％とする。Ｃｒの含有量が３０％を超えると、母材及び溶接部の靱性が著
しく劣化し、また、製造性や延性が低下するので、上限は３０％とする。製造コスト、耐
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食性、及び、溶接部の低温靭性を考慮すると、１０．５～２２％が好ましい。
【００３６】
　Ｎ：０．００１～０．１０％
　Ｎは、Ｃと同様に、溶接部の加工性と耐酸化性を劣化させる元素であるので、少ないほ
ど好ましく、上限は０．１０％とする。過度の低減は精錬コストの増加に繋がるので、下
限は０．００１％とする。溶接部の結晶粒粗大化の抑制とコストを考慮すると、０．００
５～０．０２％が好ましい。
【００３７】
　本発明鋼板は、上記必須元素の他、下記の元素を、必要に応じて含有してもよい。
【００３８】
　Ｔｉ：０．００５～０．５０％
　Ｔｉは、Ｃ、Ｎ、Ｓと結合して母材の成形性、特にｒ値を向上させる元素である。また
、Ｔｉは、溶接部の耐食性と耐粒界腐食性の向上に寄与する。添加の効果を得るため、下
限は０．００５％とする。Ｔｉの含有量が０．５０％を超えると、コストが著しく上昇し
、また、溶接部の靭性や延性が低下するので、上限は０．５０％とする。製造コスト、表
面疵、延性、及び、スケール剥離性を考慮すると、０．０３０～０．２０％が好ましい。
【００３９】
　Ｎｂ：０．００５～１．００％
　Ｎｂは、Ｔｉ同様に、成形性や、溶接部の耐食性と耐粒界腐食性を向上させる元素であ
る。また、Ｎｂは、固溶強化及び析出強化により高温強度や高温疲労特性を向上させる。
添加効果を得るため、０．００５％以上とする。一方、１．００％を超えると、コストが
著しく上昇する他、溶接部の靭性や延性が低下するので、上限を１．００％とする。コス
トや製造性を考慮すると、０．１００～０．６０％が好ましい。
【００４０】
　Ｖ：０．０５～１．００％
　Ｖは、ＴｉやＮｂと同様に、ＣやＮと結合して、成形性や溶接部の耐食性と耐粒界腐食
性を向上させる元素である。また、Ｖは、母材の耐食性を向上させる。添加の効果を得る
ため、下限は０．０５％とする。Ｖの含有量が１．００％を超えると、コストが著しく上
昇し、また、溶接部の耐酸化性が低下するので、上限は１．００％とする。コストや製造
性を考慮すると、０．０５～０．３０％が好ましい。
【００４１】
　Ｂ：０．０００２～０．００５％
　Ｂは、２次加工性を向上させ、また、中温域の高温強度を向上させる元素である。添加
の効果を得るため、下限は０．０００２％とする。Ｂの含有量が０．００５％を超えると
、Ｃｒ2Ｂ等のＢ化合物が生成し、溶接部の粒界腐食性や疲労特性が劣化し、さらに、凝
固割れが多発するので、上限は０．００５％とする。溶接性や製造性を考慮すると、０．
０００３～０．００２％が好ましい。
【００４２】
　Ａｌ：０．００１～２．０％
　Ａｌは、脱酸元素として作用し、また、高温強度や耐酸化性を向上させる元素である。
添加の効果を得るため、下限は０．００１％とする。Ａｌの含有量が２．０％を超えると
、溶接時の溶込み性が著しく低下し、また、靭性や酸洗性が低下するので、上限は２．０
％とする。精錬コストや鋼管製造時の溶接割れ等を考慮すると、０．０１０～０．２０％
が好ましい。
【００４３】
　Ｍｏ：０．０１～３．００％
　Ｍｏは、母材と溶接部の耐食性を向上させる、また、固溶することにより高温強度及び
熱疲労特性を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下限は０．０１％とする。
Ｍｏの過度な添加は溶接部の靭性劣化や伸びの低下をもたらし、さらに、コストを増加さ
せるので、上限は３．００％とする。長時間高温に曝された後の高温特性、特に、高温強
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度や高温高サイクル疲労特性、さらに、製造コスト及び製造性を考慮すると、０．０５～
２．００％が好ましい。
【００４４】
　Ｃｕ：０．１０～３．００％
　Ｃｕは、耐食性を向上させ、また、ε－Ｃｕ析出によって、特に、中温域での高温強度
を高める元素である。添加の効果を得るため、下限は０．１０％とする。Ｃｕの含有量が
３．００％を超えると、溶接部の靭性劣化や伸びの極端な低下をもたらし、さらに、熱延
過程で割れが多発するので、上限は３．００％とする。製造性に加え、耐酸化性や溶接部
の加工性を考慮すると、０．４０～１．５０％が好ましい。
【００４５】
　Ｎｉ：０．０１～２．００％
　Ｎｉは、溶接部の靭性と耐食性を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下限
は０．０１％とする。Ｎｉの含有量が２．００％を超えると、オーステナイト相が過度に
生成し、成形性が低下するので、上限は２．００％とする。コストを考慮すると、０．０
５～１．２０％が好ましい。
【００４６】
　Ｗ：０．１０～３．００％
　Ｗは、高温強度を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下限は０．１０％と
する。Ｗの過度な添加は溶接部の靭性劣化や伸びの低下をもたらすので、上限は３．００
％とする。製造コストと製造性を考慮すると、０．１０～２．００％が好ましい。
【００４７】
　Ｚｒ：０．０５～０．３０％
　Ｚｒは、耐酸化性を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下限は０．０５％
とする。Ｚｅの含有量が０．３０％を超えると、靭性や酸洗性などの製造性が著しく劣化
するので、上限は０．３０％とする。製造コストを考慮すると、０．０５～０．２０％が
好ましい。
【００４８】
　Ｓｎ：０．００５～０．５０％
　Ｓｎは、粒界に偏析して高温強度を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下
限は０．００５％とする。Ｓｎの含有量が０．５０％を超えると、Ｓｎの偏析が生じて、
溶接時に割れが生じるので、上限は０．５０％とする。高温特性と製造コスト及び靭性を
考慮すると、０．０３～０．３０％が好ましい。さらに好ましくは０．０５～０．２０％
である。
【００４９】
　Ｓｂ：０．００１～０．５０％
　Ｓｂは、粒界に偏析して高温強度を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下
限は０．００１％とする。Ｓｂの含有量が０．５０％を超えると、Ｓｂの偏析が生じて、
溶接時に割れが生じるので、上限は０．５０％とする。高温特性と製造コスト及び靭性を
考慮すると、０．０３～０．３０％が好ましい。さらに好ましくは０．０５～０．２０％
である。
【００５０】
　Ｃｏ：０．０３～０．３０％
　Ｃｏは、高温強度を向上させる元素である。添加の効果を得るため、下限は０．０３％
とする。Ｃｏの過度な添加は溶接部の加工性を劣化させるので、上限は０．３０％とする
。製造コストと製造性を考慮すると、０．０５～０．２０％が好ましい。
【００５１】
　Ｍｇ：０．０００２～０．０１０％
　Ｍｇは、溶鋼中でＡｌとともにＭｇ酸化物を形成し、脱酸剤として作用する元素である
。微細晶出したＭｇ酸化物は、ＮｂやＴｉ系析出物が微細析出するための核として機能す
る。溶接時に、ＮｂやＴｉ系析出物が微細析出すると、微細析出物が再結晶核となり、非
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常に微細な溶接組織を得ることができる。
【００５２】
　Ｍｇの添加の効果を得るため、下限は０．０００２％とする。Ｍｇの過度な添加は、耐
酸化性の劣化や溶接性の低下をもたらすので、上限は０．０１０％とする。精錬コストを
考慮すると、０．０００３～０．００２０％が好ましい。
【００５３】
　Ｃａ：０．０００１～０．００３０％
　Ｃａは、脱酸元素として作用する元素である。添加の効果を得るため、下限は０．００
０１％とする。Ｃａの含有量が０．００３０％を超えると、水溶性介在物であるＣａＳが
生成して、溶接部の耐食性が著しく低下するので、上限は０．００３０％とする。精錬コ
ストや溶接部の耐食性を考慮すると、０．０００３～０．００１０％が好ましい。
【００５４】
　ＲＥＭ：０．００１～０．２％
　ＲＥＭ（希土類元素）は、耐酸化性の向上に有効であり、必要に応じて０．００１％以
上で添加する。０．２％を超えて添加してもその効果は飽和し、ＲＥＭの粒化物による耐
食性低下を生じるため、上限は０．２％とする。製品の加工性や製造コストを考慮すると
、下限を０．００２％、上限を０．１０％とすることが望ましい。
【００５５】
　ＲＥＭ（希土類元素）は、一般的な定義に従い、スカンジウム （Ｓｃ）、イットリウ
ム （Ｙ）の２元素と、ランタン（Ｌａ）からルテチウム（Ｌｕ） までの１５元素（ラン
タノイド）の総称である。単独で添加してもよいし、混合物であってもよい。
【００５６】
　その他、Ｔａ、Ｇａ、Ｂｉを、必要に応じて０．００１～０．０２％含有してもかまわ
ない。成分組成の残部はＦｅ及び不可避的不純物である。Ａｓ、Ｐｂ等の一般的な有害な
元素や不純物元素はできるだけ低減することが好ましい。
【００５７】
　本発明鋼板の製造方法は、所定の板厚で十分な材質特性が得られるように、各工程の製
造条件を適宜設計すればよい。具体的には、例えば、スラブ厚さ、熱延板厚、圧延温度、
圧下率、ロール粗度、ロール径、圧延油、圧延パス回数、圧延速度、圧延温度、焼鈍温度
、雰囲気などを適宜選択すればよい。
【００５８】
　本発明ブランク材は、たとえば、板厚が異なる２つの本発明鋼板を素材として溶接した
もの、又は板厚が同じで機械的性質が異なる２つの本発明鋼板ステンレス鋼板を素材とし
て溶接したものである。また、本発明鋼板と本発明鋼板とは異なる異材を素材として溶接
したものであっても構わない。その際の異材の板厚は、本発明鋼板と同じでも異なってい
てもよい。
【００５９】
　溶接には、ＴＩＧ溶接、ＭＩＧ溶接、又はレーザー溶接を用いる。レーザー溶接は、一
般に、他の溶接法と比べて、溶接熱影響部の幅が狭く、溶接後の成形性に優れている、溶
接時の熱歪が少ない、溶接設計の自由度が高い等の利点を有するので、テーラードブラン
ク材の製造方法として多く用いられている。
【００６０】
　レーザー溶接は、溶接金属や熱影響部の組織粗大化領域が他の溶接方法より狭く、優れ
た成形性が得られるので、本発明鋼板の溶接に好ましい。レーザーとしては、ＣＯ２、Ｙ
ＡＧ、ファイバーレーザー等の溶接用レーザーを用いればよい。さらに、ＴＩＧ溶接やＭ
ＩＧ溶接等のレーザー溶接以外の溶接とレーザー溶接を組み合わせてもよい。
【００６１】
　本発明製造方法において、本発明鋼板は、成分組成が異なっても、同じでもよく、また
、板厚が、異なっても、同じでもよい。溶接形状及び溶接条件を適正化することで、優れ
た成形性を有するテーラードブランク材を得ることができる。
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【００６２】
　溶接形状に関しては、溶接部の厚みをＴｗ、薄板側の板厚をＴ０として、Ｔｗ／Ｔ０≧
０．７とすることで、溶接部の成形性が優れたテーラードブランク材を得ることができる
。溶接部の成形性はエリクセン試験で評価できる。
【００６３】
　図１は、２ｍｍ厚さのフェライト系ステンレス鋼板（鋼Ａ：１７．０％Ｃｒ－０．２４
％Ｓｉ－０．９４％Ｍｎ－０．０２％Ｐ－０．００１０％Ｓ－１．８％Ｍｏ－０．４８％
Ｎｂ－０．１１％Ｔｉ－０．００５％Ｃ－０．０１３％Ｎ）と、１．５ｍｍ厚さのフェラ
イト系ステンレス鋼板（鋼Ｂ：１３．３％Ｃｒ－０．９４％Ｓｉ－０．２２％Ｍｎ－０．
０３％Ｐ－０．００１２％Ｓ－０．４３％Ｎｂ－０．００５％Ｃ－０．０１０％Ｎ）を種
々の溶接条件でレーザー溶接し、溶接部のエリクセン試験を行った際の成形高さに及ぼす
Ｔｗ／Ｔ０の影響を示す。
【００６４】
　溶接には直交３軸ガントリータイプの溶接ロボットを使用し、レーザー発振機はファイ
バーレーザー、集光スポット径はφ０．６ｍｍ、シールドガスはＡｒを２０Ｌ／ｍｉｎと
した。溶接部の厚みは、溶接後の断面組織を観察して求めた。
【００６５】
　図１より、Ｔｗ／Ｔ０が０．７未満となると溶接部の厚さが薄くなりすぎて溶接部の成
形性が著しく劣化し、排気ガス経路部品を成形する際に所定の形状に加工できないことが
解る。したがって、本発明ブランク材の溶接部の断面形状は、Ｔｗ／Ｔ０≧０．７を満た
す形状とする。溶接部の靭性を考慮すると、好ましくはＴｗ／Ｔ０≧０．８である。
【００６６】
　次に、上記の溶接形状を実現するために好ましいレーザー溶接における溶接条件につい
て説明する。
【００６７】
　レーザー溶接において、溶接部の厚さを確保するために、溶接出力、溶接速度、突合わ
せ形状、レーザー狙い位置を制御することにより、成形性に優れる溶接形状を得ることが
できる。
【００６８】
　溶接出力が５ｋＷ超の場合、エネルギー密度が過度に高くなり、溶接溶落ちが生じる。
溶接出力が２ＫＷ未満になると、十分な接合ができない。したがって、好ましい溶接出力
は２～５ｋＷである。コスト、溶接部の粗粒化防止、溶接形状の安定性を考慮すると、３
～４．５ｋＷがより好ましい。
【００６９】
　溶接速度が２ｍ／ｍｉｎ未満の低速では、溶込み性は良いが、結晶粒が粗大化し靭性が
低下して、成形不良となるので、下限は２ｍ／ｍｉｎとする。溶接速度を６ｍ／ｍｉｎ超
の高速にすると、溶込み深さが低減し、また、溶接形状の凹凸が激しくなり、溶接品質の
確保が困難になるので、上限は６ｍ／ｍｉｎとする。
【００７０】
　突合わせ時の隙間が広すぎると溶接部の窪みが多くなり、成形性が劣化する。スポット
径の３０％を超える隙間がある状態でレーザー溶接すると、著しくエリクセン値が低くな
るので、突合わせ時の隙間は、スポット径の３０％以下とする。凹量を小さくするために
は、２０％以下が好ましい。
【００７１】
　レーザー光の狙い位置は、片方の鋼板に偏り過ぎると他方の鋼板が溶融されないので、
両鋼板にレーザー光を照射するのがよい。板厚が異なる鋼板を溶接する場合、溶融程度を
考慮して厚板側の方を優先的に溶融させる必要がある。溶接部の凹みを抑制するために、
レーザー狙い位置は厚板側にスポット径の３０％以下とする。溶接部の成形性の観点から
、スポット径の２０％以下が好ましい。
【００７２】
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　本発明ブランク材を成形し、テーラードブランク部品とすることができる。たとえば、
本発明ブランク材は、自動車の排気部品に成形され、他部品と結合後、所定の設置場所に
固定される。このようにして、テーラードブランク材から排気部品が完成する。
【００７３】
　テーラードブランク材を成形する際、冷間、温間、及び熱間のいずれで加工しても構わ
ない。自動車に搭載される排気ガス経路に使用される排ガス部品を例に説明したが、その
他の輸送機器、化学プラント、建築部材、家電部品等、広範囲な用途に、本発明ブランク
材を適用できることは言うまでもない。
【実施例】
【００７４】
　次に、本発明の実施例について説明する。実施例の条件は、本発明の実施可能性及び効
果を確認するために採用した一例であり、本発明は、この例に限定されるものではない。
本発明は、本発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにおいて、種々の条件
を採用し得るものである。
【００７５】
　表１に示す成分組成のステンレス鋼板を供試材とし、表２に示す条件でレーザー溶接し
、エリクセン試験を実施した。溶接部の形状については、断面観察からＴｗ／Ｔ０を算出
した。
【００７６】
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【００７７】



(12) JP 6811609 B2 2021.1.13

10

20

30

40

50

【表２】

【００７８】
　発明例に示すように、本発明で規定する成分組成を有する鋼板を、本発明で規定する溶
接条件でレーザー溶接すると、Ｔｗ／Ｔ０が０．７以上となり、エリクセン値が４ｍｍ以
上となることが確認できた。
【００７９】
　本発明で規定する成分組成を外れる鋼板、又は本発明で規定する溶接条件から外れる溶
接条件で溶接した比較例は、エリクセン値が４ｍｍ未満であり、成形性が悪く、排ガス部
品として満足する成形性が得られなかった。
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【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明によれば、テーラードブランク用ステンレス鋼板、成形性に優れたテーラードブ
ランク材、及びその製造方法を得ることが可能となり、部品製造効率の向上、部品性能の
向上等を図ることができる。よって、本発明は、鋼板加工産業において利用可能性が高い
ものである。

【図１】
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